
別添

2024年 4月1日施行

食費含む （家賃相当分） その他費用

①生活費 ③居住に要する費用

夫婦7,000円 13,490円 67,430円
46,940円 単身10,000円 13,490円 70,430円

2 46,940円 13,000円 13,490円 73,430円 暖房費

3 46,940円 16,000円 13,490円 76,430円 （注２）

4 46,940円 19,000円 13,490円 79,430円 　

5 46,940円 22,000円 13,490円 82,430円

6 46,940円 25,000円 13,490円 85,430円 上下水道料金

7 46,940円 30,000円 13,490円 90,430円 ケーブルテレビ

8 46,940円 35,000円 13,490円 95,430円 電気料金

9 46,940円 40,000円 13,490円 100,430円 電話料金

10 46,940円 45,000円 13,490円 105,430円 町内会費

11 46,940円 50,000円 13,490円 110,430円 （注３）

12 46,940円 57,000円 13,490円 117,430円

13 46,940円 64,000円 13,490円 124,430円

14 46,940円 69,400　→　改定後　70905円 13,490円 改定後　131,335円

15 46,940円 69,400　→　改定後　70905円 13,490円 改定後　131,335円

16 46,940円 69,400　→　改定後　70905円 13,490円 改定後　131,335円

17 46,940円 69,400　→　改定後　70905円 13,490円 改定後　131,335円

18 46,940円 69,400　→　改定後　70905円 13,490円 改定後　131,335円

注１

注２

注３

その他として、町内会費のご負担をお願いします。（月250円、年間3,000円）

電気料金、電話料金は、個別の会社と契約いただき、別途請求となります。

対象収入による階層区分（円）
（注1）

対象収入について。前年（1月～12月）に取得した年金・恩給等の公的な給付金、企業年金、私的終身年金など、定期的に受給されるものを合計します。
その収入合計から、「必要経費」として、所得税・住民税等租税（固定資産税除く）、社会保険料、医療費、介護保険利用料等を控除します。
必要経費の詳細は、個別に認定されますのでご相談ください。
ご夫婦での入居の場合は、夫婦それぞれの収入と必要経費を合算し、合計額の２分の１が、一人あたりの対象収入となります。

共用施設に係る暖房費相当分として、１１月～３月まで、上記負担金に冬季加算額（2150円／月）が加算されます。

各居室の上下水道料金、ケーブルテレビ受信料（月500円）が自己負担になります。（上記負担金と合わせてのご請求となります）。
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本人からの徴収額
②サービスの提供に要する

費用
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